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 [4] 比較検証 

（2）通産省案と文化庁案(30) 

 特許認容後の異議申し立て制度の導入【1】 

②「異議申し立て制度の趣旨」② 

 米国における新たな特許認容後の異議申し立て制度は、特許付与後から 9 か月の異議と

その後の異議に分けている。第一の異議制度を「ポストグラントレビュー（付与後異議申

立て Post Grant Review）」といい、その後の第二の異議制度を「インターパーテェスレビ

ュー（当事者のレビューInter Partes Review）」という。付与後異議申立ては、特許権者の

既得権がまだ十分に発生していない段階での異議申し立てであり、当事者系レビューは特

許権者の既得権が発生している段階での異議申し立てである。2 段階に分かれている理由は、

特許の質に合わせて変えることによって、低廉で専門的な行政庁による手続きを経ること

で、特許の質を高め、訴訟に持ち込まれることをなくそうとしたものである。 
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